
浄
化
槽
は
汚
水
を
微
生
物
に
よ

り
水
を
浄
化
し
て
い
る
の
で
、
い

わ
ば
生
き
物
で
す
。
人
間
の
よ
う

に
日
頃
か
ら
健
康
管
理
を
し
て
、

定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
浄
化
槽
が
適
正

に
維
持
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
ト

イ
レ
か
ら
の
排
水
が
直
接
流
れ
出

た
り
、
異
臭
が
発
生
し
た
り
し
ま

す
。
山
田
川
や
広
川
を
は
じ
め
と

す
る
自
然
環
境
や
湯
浅
町
の
水
質

を
守
る
た
め
に
も
次
の
の
３
つ
の

こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
法
定
検
査

全
て
の
浄
化
槽
は
、
浄
化
槽

法
で
年
に
１
回
の
検
査
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
定

検
査
は
、
浄
化
槽
の
機
能
が
正

常
に
働
い
て
い
る
か
な
ど
を
判

断
す
る
た
め
に
行
う
検
査
で
す
。

11
条
法
定
検
査
手
数
料

（
５
〜
10
人
槽
）

合
併
浄
化
槽　

５
，
８
０
０
円

単
独
浄
化
槽　

５
，
８
０
０
円

＊
浄
化
槽
を
法
定
検
査
に
来
る
職

員
は
、
必
ず
和
歌
山
県
水
質
保

全
セ
ン
タ
ー
の
身
分
証
明
書
を

持
参
し
て
い
ま
す
。

②
保
守
点
検

浄
化
槽
の
保
守
点
検
は
、
浄

化
槽
の
正
常
な
機
能
を
維
持
し
、

異
常
や
故
障
を
早
期
に
発
見
す

る
た
め
の
予
防
措
置
で
す
。
こ

れ
ら
の
点
検
は
、
一
般
家
庭
で

毎
年
４
回
程
度
行
い
ま
す
。

③
清
掃浄化

槽
の
清
掃
は
、
通
常
毎

年
１
回
浄
化
槽
内
に
生
じ
た
汚

泥
な
ど
の
引
き
抜
き
や
各
装
置
、

槽
内
の
掃
除
等
を
行
い
ま
す
。

汚
泥
等
が
浄
化
槽
内
に
多
く
た

ま
る
と
、
浄
化
槽
の
機
能
が
正

常
に
維
持
さ
れ
ず
、
異
臭
が
発

生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
等

湯
浅
町
役
場　

住
民
環
境
課

環
境
係
（
６
４
・
１
１
０
２
）

＊
法
定
検
査
に
つ
い
て

公
益
社
団
法
人

和
歌
山
県
水
質
保
全
セ
ン
タ
ー

（
０
７
３
・
４
３
２
・
６
４
３
３
）

＊
清
掃
に
つ
い
て

（
有
）竹
井
衛
生（
６
２
・
２
６
６
１
）

（
有
）
厚
生
舎　
（
６
２
・
２
８
１
０
）

浄 
化
槽
の
適
正
な
管
理
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
は
、
本
年
中
に

納
付
し
た
全
額
が
所
得
税
・
住
民
税

の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
申
告
の
際
に
は
、
納
付
し
た

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（「
領
収
証

書
」
ま
た
は
「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」）
を

添
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30

日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
方
を
対
象
に
、「
社
会
保

険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
が
、
日
本
年
金
機
構
本
部
よ

り
11
月
上
旬
に
順
次
発
送
さ
れ
ま
す

の
で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際

に
は
、
こ
の
証
明
書
か
領
収
証
書
を

添
付
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
10
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
今
年
は
じ
め
て
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
つ

い
て
は
、
翌
年
２
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
る
予
定
で
す
。

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年

金
は
、
老
後
や
万
一
の
と
き
の
支
え

に
な
る
大
切
な
仕
組
み
で
す
。
納
め

忘
れ
の
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

納
付
が
困
難
な
方
に
は
免
除
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

和
歌
山
西
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課

０
７
３
・
４
４
７
・
１
６
８
８

＜１１月３０日は年金の日です！！＞
厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」

等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていた
だく日」として1

い

1
い

月3
みらい

0日を「年金の日」としました。
この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご
自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、未来の生活設
計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の
年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額につい
て、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をするこ
ともできます。
「年金ネット」については、日本年金機構のホームページでご
確認いただくか、和歌山西年金事務所にお問い合わせください。

偶数月の第１水曜日は出張年金相談の日
次回の出張年金相談は１２月３日（水）で
す。相談は予約制となっていますので、和歌
山西年金事務所へ予約をしてください。その
際、相談内容をお伝えいただいたうえで、相
談に必要な書類を確認するようにしてくださ
い。皆様のご利用をお待ちしています。
　日　時  １２月３日（水）
　　　 10 時～ 16時（最終受付は 15時）
　場　所  湯浅町役場第２庁舎２階
　　　 多目的ホール
　予約電話番号　０７３－４４７－１６６０
　（和歌山西年金事務所 お客様相談室）

～「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」～

88平成26年11月


